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町田市

※解除対象者と申請者が別世帯の場合には委任状が必要です

解除を希望する理由

◆マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、ご本人の同意に基づき、自身の過去の健康・
医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることができます。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用登録により、ご本人の医療情報の漏洩等セキュリティ上のリスク
が生じることはありません。

事務処理欄

保険証 有 ⇒ 資格確認書は交付しない（保険証との差し替えの場合は交付）

無 ⇒ 資格確認書を発行 手渡し ・ 郵送（ / ）

本人確認（免許証・マイナンバーカード・パスポート・　　　　　　　　）
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-

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

下記の注意事項を確認し、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を申請します。
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除についての注意事項 （必ずご一読ください）

◆利用登録を解除するとマイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

◆利用登録解除後、実際にマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映される

まで、1～2か月程度時間がかかる場合があります。解除の結果については、ご自身でマイナポータル

上でご確認ください。

◆解除申請後から解除がなされるまでの間（1～2か月程度）に町田市国民健康保険から別の健康保険

に移られた場合は、新しい健康保険の保険者に対し、町田市に対して解除申請を行ったことを申し出

るとともに、資格確認書の交付を受けてください。

◆申請後に、再度保険証の利用登録を希望する場合は、利用登録の解除が反映された後に医療機関・薬局の受

付に設置されている顔認証付きのカードリーダーまたは、マイナポータルやセブン銀行ATMでの手続きが必要

です。

資格確認書を利用したいため

郵送の場合の必要書類

①解除申請書（住民登録が別世帯の方が申請する場合は委任状もご送付ください）

②解除対象者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）のコピー

※解除対象者と申請者が異なる場合は、申請者の本人確認書類のコピーもご送付ください。

③町田市の国民健康保険被保険者証（お持ちの場合）のコピー

※③の被保険者証をお持ちの方は解除手続き後は被保険者証をご利用ください。被保険者証の

コピーが同封されていない場合は、未取得または紛失として、資格確認書を郵送します。

書類がそろっているかをご確認の上、申請いただけますようお願い致します。
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